
災害リスクを正しく伝えるリスクコミュニケーション残念ながら人間は，正しい情報を伝えたからといって必ず望ましい行動をとる生き物ではない．2018年に発生した西日本豪雨災害では，避難指示が発令された人口のうち，避難率（避難所に避難した人の率）は4.6％にとどまっており 1），その後の調査で，避難行動を取らなかった人のうち「避難した方がよいと感じていた」人は84％に上ることがわかっている 2）．災害時に適切な意思決定を行うには，「防災リテラシー」が必要だといわれている．「リテラシー」とは，読解し記述する能力のことであり，防災リテラシーとは，災害から自分の身を守るために必要な基本的な能力と定義することができる．
防災リテラシーは「災害を理解する能力」，「必要なそなえを行う能力」，「とっさの行動を行う能力」という3つの構成概念によって成り立つ概念である〈図1〉．①災害を理解する能力には，自分自身や自分の住むまちが抱えるリスクについて正しく認識し，正しく恐れることが必要である．これにより，我がこと意識が醸成され，次のステップである②必要なそなえを行う能力を高めることができる．②必要なそなえには2種類のそなえが含まれている．備蓄などの物資的なそなえと，避難計画や家族との事前の取り決め等の計画的なそなえである．計画的なそなえを考えるには，地域のいざという時使える人的資源を事前に確認し，その活用が可能なように平時からの関係性づくりが求められる．③とっさの行動を行う能力には，訓練等を繰り返し実施し，いざというときに取るべき行動を体に覚えこませることが必要である．この3つの要素がそろって初めて「防災リテラシー」が高められ，ハ

ザードに関する情報がインプットさ
れたときに，適切な行動がアウト
プットされる．
脅威についての知識を得る場合，

その知識が正しいものであることは
大前提であるが，実際に起きる現象
（ハザード）に加えてそれらがもた
らす影響（ハザードインパクト）に
ついても具体的にイメージできるよ

うになる必要がある．たとえば，近所の河川が氾濫した場合，自分の家は1 mの浸水被害が想定されており，その場合5トン近い災害がれきが発生し，片づけてまた住めるようになるには2週間程度かかると分かれば，必要なそなえが具体的にイメージできるようになる．そして正しい情報を持っている者が，もっとも適切なリスクの伝達者とはかぎらない．リスクを伝え理解するプロセスを「リスクコミュニケーション」と呼ぶが，リスクコミュニケーションを成功させるために必要な要素として一番最初に挙げられるのは，情報の送り手と受けての間に信頼を確立することである3）．災害時要配慮者と呼ばれる高齢者や障害者など，平時から福祉サービスを利用している人々からみた場合，日常生活を成り立たせるための計画作成を担っている福祉専門職は信頼できる人であり，リスクコミュニケーション相手として望ましい．信頼関係のある人を通してリスクコミュニケーションが達成されるよう，防災・危機管理は福祉部署と連動して活動することが求められる．
当事者参画の伴走型支援
新しい個別避難計画作成の取組指針では，当事者参画を強く促している．利用している福祉サービス事業所やそこの仲間，同じ障害を抱えた人同士のコミュニティなど，福祉的なコミュニティ，ネットワークの中で生活が完結していることも多い．隣近所の人とは関係性がつくられておらず，災害時に避難を促す声かけすら得られないということもあった．こういった事態を避けるには，当事者参画によって防災をきっかけに近隣との社会関係を構築することが重要である．しかし，いきなりでは多くの人が戸惑うであろうし，自身の困りごとをできれば知られたくないと思う人の場合は尚更である．そういった場合，平時から当事者のことをよく知る福祉専門職は，当事者の代弁者として当事者にも，当事者と初めて関係性を構築する人たちにも，重要な役割を果たせる．

個人の特性に配慮した計画作成支援
新しい取組指針では，個別避難計画の様式例がいくつかあるが，①避難行動だけでなく避難生活にも言及している，②風水害の避難行動については警戒レベルごとに具体的な行動をリスト化したタイムラインの様式が例に上がっている点が特徴である．
避難行動要支援者の場合は，避難生活時においても支援が必要な場合が多く，状況が変わるのであれば必要となる支援内容は当然変わる．タイムラインに至っては，警戒レベル1の段階ではラジオをつけっぱなしにするなど，個人の生活環境を踏まえたうえでの具体的な行動を記述することになる．こういった計画作成には，当事者の生活について広範な情報が必要となる．また，もし実際に被災した場合，生活再建に向けて支援を行う「災害ケースマネジメント」を経て日常に戻っていくことになる．事前の防災から生活再建までをシームレスにつなぐには，平時から支援計画を立てている福祉専門職が関わることで，当事者も信頼できる実行性あるものになる可能性が高くなる．

取組指針において，個別避難計画作成に対する福祉専門職の関与が望ましいとされているが，
実行性のある計画作成，避難行動要支援者の命を守り生活再建までつないでいくためには，当
事者との信頼関係と，自立生活を支えるための広範な情報が必要であり，それを有している福
祉専門職が重要な存在だからである．

福祉専門職等の業務としての関与
松川杏寧
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〈図 1〉　防災リテラシーの構成概念
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東日本大震災で明らかになった被災者支援の不十分
さ

2011年に発生した東日本大震災では被災者支
援の不十分さが明らかに

なった．被災者の暮らしの視点からは不出来な
災害法制という骨格に，特別

立法で肉づけすることで，日本社会は東日本大
震災に対応し，インフラや公

共施設の復旧・復興への公費投入は手厚かった
1）1．

しかし，被災者が生活を再建していく際にさま
ざまな課題が生じた．たと

えば，災害救助法に規定される応急修理制度と
応急仮設住宅の併用ができな

いことが，少なくとも3桁を超える「在宅被災
者」を生んだ．また，応急仮

設住宅入居者の半数以上は民間賃貸住宅を応急
仮設住宅としてみなす，「みな

し仮設」に住んだ．平均的な住宅の質は高く，
供給も早く，低コストである

が，被災者の所在は行政にしかわからない．「み
なし仮設」は被災者の孤立を

生み出すと同時に，過去災害における生活支援
はボランティア頼みであった

ことをも露呈させた．インフラへの支援に手厚
く，暮らしへの支援は十分と

はいえない，ハード偏重の復興の伝統が現れた
2）．

仙台市の災害ケースマネジメント

上述した不十分さに対応するように，東日本大
震災以降の災害では「災害

ケースマネジメント」 と呼ばれる被災者支援の仕組みが広がった．

被災者は災害によってさまざまな困難を抱えて
しまう．家族を失った，住

んでいた家が壊れた，失業した，普段利用して
いた医療や福祉サービスが利

用できなくなった，借金を抱えてしまったなど
，その困難は暮らしの全般に

及び，しかも，一人ひとり多様である．さらに
，障害・高齢・生活困窮など

平時の脆弱性が災害によって増幅されることが
多い．

しかし，現行法の被災者支援は，被災者一人ひ
とり異なる多様な困難に対

して，適切に対応できるようには設計されてい
ない．被災者支援の基準は，

たまたま住んでいた家の壊れ具合いである罹災
証明書の区分が基本的なもの

であり，持家も借家も問われない．少し考えれ
ばわかる通り，障害・高齢・

生活困窮といった平時の脆弱性が増幅されてし
まうような被災者が抱える多

様な困難に対して，罹災証明書の区分は必ずし
も適合せず，現行法では非合

理な形で被災者支援を行うことになる．

このような状況に対して，東日本大震災以降の
災害では，「災害ケースマネ

ジメント」が広がった．この特徴は，生活困窮
者自立支援や地域共生社会づ

くりなど，平時の社会保障について議論されて
いることと類似し，①個別世

帯の状況に応じて伴走型で必要な支援が行われ
る点と，②多様な主体が連携

し平時施策も含めた多様な支援メニューが組み
合わされる点であった．いわ

ば，平時の社会保障と災害時の被災者支援をつ
なぎ，制度の狭間に落ちた被

災者に寄り添いながら生活再建を支える取り組
みである．

災害ケースマネジメントの発端となった仙台市
では以下のような被災者支

援が実施された．戸別の訪問調査により蓄積し
た世帯ごとのケースデータを

基に，福祉的支援の必要性といった生活能力と
，金銭・生活再建の見通しと

いった住まいの再建能力の2つの基準の高低を
基に，世帯を4類型に分類し

た．そのうえで，仙台市各部局や仙台市社会福
祉協議会，NPOのパーソナ

ルサポートセンター（PSC）など，支援にかか
わる主体が参加する「被災者

生活再建支援ワーキンググループ」という会議
体により，とくに住まいの再

建能力が低いとみなされた重点的な支援の対象
となる世帯を中心に，その生

活状況を確認したうえで，世帯ごとに個別の
支援計画を策定した．これに

よって世帯ごとの支援目標や必要な支援メニュ
ーを定め，支援を担う各主体

が役割分担したうえで支援にあたった．「被災
者生活再建支援ワーキンググ

ループ」は定期的に開催され，各世帯の支援計
画は更新されていき，生活再

建を促進させていった．支援メニューは戸別訪
問や，民間賃貸住宅の紹介，

弁護士相談など災害に特徴的なものから，生活
困窮者への就労支援や介護保

険法上の支援2など平時の福祉施策まで多様であった〈図1〉2）．

災害ケースマネジメントの広がり

その後，災害ケースマネジメントは広がりを見
せた．東日本大震災におい

ては，岩手県大船渡市，北上市，宮城県名取市
で実施された．平成28年台

風第10号の被害を受けた岩手県岩泉町や，20
16年の熊本地震における熊本

県や熊本市で同種の取り組みが，より早い時期
から行われた．

取り組みが広がるなか，鳥取県が危機管理条例
を改定することで災害ケー

スマネジメントを全国で初めて制度化し，徳島
県もそれに続いた

3．

2021年12月21日参議院予算委員会で岸田文雄
首相が「災害ケースマネジ

メントの仕組みづくり

を進めたい」と答弁し

たことから，内閣府は

「災害ケースマネジメ

ントに関する取組事例

集」や「災害ケースマ

ネジメント実施の手引

き」を策定し，防災基

本計画に災害ケースマ

ネジメントを規定し

た．

東日本大震災以降の災害では被災者支援の不十
分さに対応し，個別の被災者の状況に応じて伴

走型で必要な支援が行われ，多様な主体が連携
して平時施策も含めた多様な支援メニューを組

み合わせる災害ケースマネジメントが広がった
．

災害ケースマネジメント
菅野　拓

生活再建・復興過程
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〈図 1〉　仙台市における災害ケースマネジメント
の流れ 2）
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1 激甚災害法によって種々

の公共事業の国庫補助率がか

さ上げされたことに加え，復

興特区法に代表される特別立

法も加わった．

 54　インクルーシブな災

害情報

2 たとえば，失業・低所

得・解決が容易ではない生活

上の問題などを理由として，

もっとも生活再建が困難な被

災者には，生活困窮者自立支

援制度が活用された

3 これらの動きをサポート

するように，厚生労働省は生

活支援相談員が被災者の相談

を受け，必要に応じて，生活

困窮者自立支援機関・地域包

括支援センターなどの平時の

社会保障の支援機関につなぐ

ことをうたう，「被災者見守

り・相談支援事業」を令和元

年度当初予算として計上し

た．災害が発生するかどうか

わからない年度当初から執行

できる当初予算として計上し

たことが特徴で，大規模災害

時にすぐに使えるようにして

おくことが眼目であった．
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